


序     文 

 
プノンペン市は人口 134 万人（2004 年）を抱えるカンボジア王国の首都です。急速な経済成長

による都市人口の増加・都市化に伴い、自動車や二輪車の保有が急速に増加（人口千人当たりの

二、三輪車登録台数は 250 台で、平均４人に１人が保有）、市内の交通事情は年々悪化し、渋滞、

交通事故がプノンペン市の社会問題となっています。 
 
プノンペン市は、これら都市交通問題に対処するため、技術協力プロジェクト「プノンペン市

都市交通改善プロジェクト」を日本政府に要請し、日本政府は同国プノンペン市の都市交通改善

に係る技術協力を実施することを決定し、独立行政法人国際協力機構が 2007 年２月から２年間の

予定で実施しています。 
 

このたび、これまでの協力の成果を確認し、様々な外部環境の変化に迅速に対応するためにも

今後の活動計画を見直すことを目的とした中間評価調査団を派遣しました。本報告書は、今回の

調査結果を取りまとめたものです。 
 

終わりに、調査にご協力とご支援を頂いた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 
 
平成 20 年６月 

 

独立行政法人国際協力機構 
経済基盤開発部長  黒柳 俊之 
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第１章  中間評価の概要 

 

１―１ プロジェクトの背景 

プノンペン市は、人口 134 万人（2004 年）を抱える、カンボジア王国（以下、「カ」国と記す）

の政治、経済、商業の中心都市である。JICA は 2000～2001 年にかけ開発調査「プノンペン市都

市交通計画調査」を実施し、各種の交通問題の解決、持続可能な都市の発展を支えるマスタープ

ラン（Master Plan：M/P）を作成した。これを受けてプノンペン市は、2004 年までに 55 路線（延

長 73km、事業費１億 8400 万ドル）の都市内道路を改善し、信号交差点は 21 か所から 23 か所へ

増加した。また、交通安全の分野においては、モニボン通り／シアヌーク通り、ロシア通り／内

環状道路の２か所の交差点付近に中央分離帯を設置し、交通の整流化が図られた。また、NGO に

よる交通安全キャンペーン、カンボジア赤十字の協力を得た交通事故統計の実施も確認されてい

る。 

しかし、急速な経済成長による都市人口の増加・都市化に伴い、市民の自動車や二輪車保有が

急速に増加（人口千人当たりの二、三輪車登録台数は 250 台で、平均４人に 1 人が保有）、市内の

交通事情は年々悪化し、渋滞、交通事故がプノンペン市の社会問題となっている。 

プノンペン市は、これら都市交通問題に対処するため、技術協力プロジェクト「プノンペン市

都市交通改善プロジェクト」を日本政府に要請した。 

2006 年８月に事前評価調査を実施し、先方政府との協力内容について協議を行い、合意した事

項につき協議議事録(Minutes of Meeting：M/M)に記載、M/M の署名・交換を行ったあと、2006

年 12 月、JICA、プノンペン市、公共事業運輸省(Ministry of Public Works and Transport：MPWT)
の三者により討議議事録(Record of Discussion：R/D)署名を行った。 

本プロジェクトは主要交差点・道路改良（Engineering：E１）、運転者教育（Education：E２）、

交通人材育成（Enforcement：E３）の３つの観点からプノンペン市における交通状況の改善を図

ることを目的とし、2007 年３月から２年間の予定で実施されている。 

 

１―２ 調査団派遣の経緯 

2008 年２月現在、プロジェクト開始より約１年が経過し、当初の計画通り E１について２つの

交差点改良とそれに関する座学、E２に関してはテレビ、ラジオ、新聞等を使った交通キャンペ

ーンを行い、運転者教育に関しては今後行うことになっている。E３については座学と社会実験

などの機会を使った実地訓練を行い、３つの E を網羅する形で社会実験が行われた。 

一方、当初その施行時期が未定であった新道路交通法が 2007 年９月に施行されたことを受け、

49cc 超の排気量をもつ車両の運転車に運転免許の取得が義務付けられたが、30 万人とも 40 万人

ともいわれる無免許運転者が免許を取得するための仕組みについてはこれまでの免許交付方法を

そのまま踏襲しており（１日約 150 人程度）、全員の運転免許取得の目処は立っておらず、運転免

許がないということは、免許交付時の運転者への交通ルール等の教育の機会を逸するとともに、

交通警察官が行う交通違反の取締りの効果を大きく減少させている。また、交通量も予想以上に

増えているなどプノンペン市における都市交通の状況は大きく変化してきており、プノンペン市

の対応が十分になされていない。 

このような背景のもと、これらの変化に対応した人材育成を行うためには更なる時間がかか

るとして、2009 年度要望調査において１年間の延長の申請がなされた。そこで、本調査におい 
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として、2009 年度要望調査において１年間の延長の申請がなされた。そこで、本調査において、

プロジェクト開始後１年間に行った活動を整理し、評価５項目の観点からプロジェクトが適切に

実施されているか確認するとともに、プノンペン市及び MPWT 等関係機関の体制、プロジェクト

に対する要望等を確認し、延長も含めた PDM 等の変更を行うことを検討した。 

 

１―３ 調査団派遣の目的 

本調査団派遣の目的は以下のとおりである。 

（１） １年間の活動を整理し、達成状況を確認するとともに、問題点を明確にする。 

（２） プロジェクトの今後の方向性について協議する。 

（３） 上記協議を受け、変更が必要と判断される場合はプロジェクトデザインを変更し、M/M と 

して取りまとめる。 

 

１―４ 主要調査項目 

調査実施時点における以下の項目について調査を行った。 

 

（１） 実績確認と実施プロセスの把握 

 

（２） 評価５項目による評価 

上記(１)で確認されたプロジェクトの実績及び実施プロセスについて、JICA 事業評価ガ 

イドラインに基づき、以下の５つの観点（「評価５項目」）から評価を行った。 

１）妥当性 

２）有効性 

３）効率性 

４）インパクト 

５）自立発展性 

 

（３） 阻害・貢献要因の総合的検証 

プロジェクト目標及び成果の達成に貢献した要因及び達成を阻害した要因を調査・分析 

した。 

 

（４） 今後のプロジェクト進め方 

上記検討に基づき、今後のプロジェクトの進め方について、「カ」国側と間で確認を行 

った。 

 

１―５ 調査団構成 

氏 名 担当分野 現 職 

勝田 穂積 団長／総括 JICA 国際協力専門員 

増田 吉朗 協力企画 
JICA 社会開発部第三グループ（社会基盤）

運輸交通・情報通信第二チーム 職員 
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１―６ 調査日程  

2008 年３月 23 日（日）～３月 28 日（金）：６日間 

 日数 曜日 総括、協力企画 

１ ３/23 日 
成田（TG641 10:45）→バンコク（15:45）7H00 

（TG698 18:30）→プノンペン（19:45）１H15、団内協議 

２ ３/24 月 

08:30 JICA カンボジア事務所協議 

11:00 MPWT 大臣、公共事業運輸省運輸総局(DLT)長、国家交通安全委員

会（NRSC）表敬・協議（E２） 

14:30 プノンペン副市長表敬・協議（プロジェクト全般） 

16:00 DLT 協議（E２） 

３ ３/25 火 

10:00 プノンペン市交通警察（PPMP）表敬・協議（E２、E３） 

13:00 モニレス交差点、ロシア交差点視察 

14:00 プノンペン市公共事業運輸局（DPWT）表敬・協議（E１、E２） 

４ ３/26 水 
08:00 Handicap International Belgium (HIB)協議（E２） 

15:30 M/M 協議（合同会議） 

５ ３/27 木 

09:00 M/M 確認 

14:00 M/M 署名 

18:00 JICA カンボジア事務所報告 

プノンペン（TG699 20:55）→バンコク（22:00）１H05 バンコク（TG642 

23:50）→成田 

６ ３/28 金 成田着（07:30）５H40 
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１―７ 主要面接者 

＜「カ」国側＞ 

(１)プノンペン市(Municipality of Phnom Penh：MPP) 

Trac Thai Sieng Vice Governor 

Chreang Sophan Vice Governor 

Peng Sokun Deputy Director, DPWT 

Moeung Sophan Deputy Manager, DPWT 

Chea Bunthoeurn Chief of Transport Office, DPWT 

Top Savannarith DPWT 

Phoung Chamroeun DPWT 

Prum Kampol DPWT 

Tin Prasoer Chief of Municipal Traffic Police 

Chev Hak Deputy Chief of Municipal Traffic Police 
 

(２)公共事業運輸省(Ministry of Public Works and Transport：MPWT) 
Sun Chan Thol Minister 

Chum Iek Secretary of State 

Keo Savin Director of DLT 

Preap Chan Vibol Deputy Director of DLT 

Mao Vichikka DLT 

Ryan Duly NRSC Advisor 

久保田 強 専門家（道路管理アドバイザー） 

原田 達夫 専門家（運輸政策アドバイザー） 

 

(３)ハンディキャップインターナショナル(Handicap International Belgium:HIB) 

Ryan Duly Road Safety Advisor @ NRSC 

Socheata Sann Road Safety Program Manager 

Meas Chandy Road Safety Project Manager 
 

＜日本側＞ 

(１)JICA カンボジア事務所 

米田 一弘 所 長 

鵜飼 秀彦  次 長 

森畑 真吾  所 員 

SEAK Pengkeang ローカルスタッフ 
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第２章 プロジェクトの現状及び調査結果 

 

２―１ プロジェクトの現状・課題、調査内容及び調査結果 

本調査で行ったプロジェクトの現状・課題、対処方針及び調査結果を以下に示す。 

調査項目 現状・課題 調査内容 調査結果 

（１）１年

間 の 活 動

を整理し、

達 成 状 況

を 確 認 す

る。 

2008 年２月現在、プロジェ

クト開始より約１年が経過

し、当初の計画通り E１に関

する座学、E２に関するテレ

ビ、ラジオ、新聞等を使った

交通キャンペーン、E３に関す

る座学を行い、３E を網羅す

る形で社会実験が行われた。

一方、当初その施行時期が

未定であった新道路交通法が

2007 年９月に施行されたこと

を受け、49cc 超の排気量をも

つ車両の運転者に運転免許の

取得が義務付けられたが、30

万人とも40万人ともいわれる

無免許運転者が免許を取得す

るための仕組みについてはこ

れまでの免許交付方法をその

まま踏襲しており（１日約 150

人程度）、全員の運転免許取

得の目処は立っておらず、運

転免許がないということは、

免許交付時の運転者への交通

ルール等の教育の機会を逸す

るとともに、交通警察官が行

う交通違反の取締りの効果を

大きく減少させている。 

WBS と PDM をもとに活動を

整理するとともに問題点を明確

にする。 

 

 

E１：Engineering（主要交差点・

道路改良：プノンペン市公共事

業運輸局(Department of Public 

Works and Transport,MPP： 

DPWT) 

１．現状分析の結果と、抽出さ

れた課題を確認する。 

課題に対する計画に沿って E

１の活動が実施されたかを確認

する。 

 

確認した結果については

M/M の Annex １、２として添

付した。 

 

概要は以下のとおり。 

E１：DPWT 

 

 

 

 

１．専門家による主要 34 交差

点の基礎調査を行い、第 1 回

合 同 調 整 委 員 会 （ Joint 

Coordinating Committee：JCC）

にて以下２つの交差点が社会

実験対象交差点として選定さ

れた。なお、２つの交差点に

関する基礎調査により以下の

項目が課題として抽出され

た。 

＜モニレス／271 交差点＞ 

①常時錯綜が発生し、車、歩

行者の安全性が確保できて

いない。 

②折れ足交差点のため隅切半

径が大きくなり、そのため

交差点全体の面積が大き

い。 

③流入部の幅員に余裕が見ら

れる。 

車線境界線、横断歩道が
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調査項目 現状・課題 調査内容 調査結果 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．モニレス／271 交差点視察

・改良が計画通り実施された

かを確認する。 

①信号機の設置 

②交通島、中央分離帯の設  

置 

③左折、右折車線の追加 

④道路標識・標示の設置 

 

３．ロシア／271 交差点視察 

・改良が計画通り実施された

かを確認する。 

明確ではなく、効率的かつ安

全な運用ができていない。 

＜ロシア／271 交差点＞ 

①２つの交差点間に需要が集

中している。 

②市の北側に住宅開発が予定

され、将来的に交通需要の

増加が見込まれる。 

③A 交差点は信号がない。 

④A 信号交差点は斜めに四車

線道路が交差するため交差

点面積が大きい。 

⑤２つの交差点が近接してい

る。 

⑥車線境界線、横断歩道が明

確ではなく効率的かつ安全

な運用ができていない。 

 

また、上記課題解決のため

に以下２、３の交差点改良が

行われたことを確認した。 

 

２．モニレス／271 交差点 

 

 

①信号機の設置 

②交通島、中央分離帯の設置

③左折、右折車線の追加 

④道路標識・標示の設置 

 

 

３．ロシア／271 交差点 
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調査項目 現状・課題 調査内容 調査結果 

①道路幅員の拡幅 

②信号の設置 

③中央分離帯の改良と新設

④道路マーキングと標識の

改善 

 

・交差点改良に伴う必要な作

業についてカウンターパー

ト（Counterpart：C/P）だけ

でどこまで行えるようにな

ったのかを確認する。 

①調査、②計画、③実施、

④評価 

 

 

４．E１座学の実施状況の確認

座学が計画通り実施された

かを確認する。 

①研修用教材の現物を確認 

②座学受講者へのインタビュ

ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①道路幅員の拡幅 

②信号の設置 

③中央分離帯の改良と新設 

④道路マーキングと標識の改

善 

 

・質問表と現地でのインタビ

ューによると DPWT 自身で

事前の調査に関する交通量

調査や測量などを行い、

2008 年に実施予定の交差点

の計画まではできている

が、その予算確保にまでは

至っていない。 

 

４．E１座学 

以下４回の座学が実施さ

れ、研修用教材の現物確認及

び研修実施報告書を確認し

た。また実際に受講した C/P

にもインタビューを行い、内

容について確認した。また、

DPWT 以外からも参加者があ

るなど広く技術移転が行われ

た。 

第１回 2007 年 8 月 29 日 

・交差点改良のための基礎知

識の習得 

第２回 2007 年 12 月 12 日 

・社会実験をするモニレス・

ロシア交差点への適用 

第３回 2008 年２月 26 日 

・社会実験を行った交差点改

良に関する評価と2008年度
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調査項目 現状・課題 調査内容 調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

５．現状における今後の課題

を明確にする。 

キャパシティ・ビルディン

グがどこまで進んでいるのか

を確認する。 

 

E２：Education（運転者教育）：

国家交通安全委員会(Natio 

Nal Road Safety Committee 

:NRSC) 、 

公共事業運輸省運輸総局陸上

交通部(Dapartment of Land  

and Transport,MPWT: DLT)、

プノンペン市警察本部交通警

察署(Phnom Penh Municipal 

Police: PPMP)、 Handicap 

International Belgium(HIB) 

 

 

 

 

６．現状分析の結果と、抽出

された課題を確認する。 

・課題に対する計画に沿って

E２の活動が計画されてい

るかを確認する。 

 

社会実験実施予定の交差点

の計画策定（C/P を４チーム

に分けたコンペを実施） 

第４回 2008 年３月５日 

・コンペのプレゼンと優秀案

の発表 

 

５．キャパシティ・ビルディ

ングの進捗 

対象２交差点の改良に際し

ては、対象交差点選定以降、

社会実験の一環として事前調

査、交差点改良計画案の作成

後、第２回運営委員会（Execu

tive committee:EXC）での審議

を経て、最終案の策定、入札

図書の作成、入札、入札書類

の審査、発注者の決定など一

連の活動を C/P と共同で行っ

た。その結果、インタビュー

及び質問表から当初より技術

移転は進んでいるものの、C/P

だけで E１におけるすべての

項目（予算措置、事前調査、

方針策定、実施、事後評価な

ど）を行うことは難しく、更

なる支援が必要である。 

 

６．E２：NRSC、DLT、PPMP、

HIB 

①プロジェクトの中で交通安

全に関するキャンペーンを

行っている６つの機関・団

体を調査し、プロジェクト
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調査項目 現状・課題 調査内容 調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．４回のキャンペーンの実

施状況の確認 

①各キャンペーンで作成され

たテレビスポット CM、新

聞広告、バナー、パンフレ

ット、ステッカー、T シャ

ツなどの現物確認 

②実施機関担当者へのインタ

ビュー 

 

 

で予定しているキャンペー

ンについて共同で行う可能

性について協議を行った結

果、連携を図ることとなっ

た。当初は多くの機関が連

携することは困難に思われ

たが、プロジェクトが中心

となって合同会議を開催し

たり、内容について確認し

たりしながら進めてきたこ

とで連携が実現した。キャ

ンペーンの実施は、相変わ

らず NGO などの支援が不

可欠ながら、NRSC の体制

は徐々にだが整ってきた。

②新道路交通法施行に伴い無

免許バイク運転者への免許

取得促進方法についての検

討を行った。 

実際の適用については３

年次の活動として計画され

ている。 

 

７．キャンペーン 

以下４回のキャンペーンが

実施された。当初計画では２

回目、３回目、４回目の３回

のキャンペーンを予定してい

たが、2007 年９月に新道路交

通法が施行されたことを受け

て、関係の深いプロジェクト

として同法の普及、認知のた

めのキャンペーンに参加し

た。その他、プロジェクトで
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調査項目 現状・課題 調査内容 調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キャンペーン用に作成された

ものについて現物を確認し

た。 

キャンペーンについては大

臣をはじめ関係者からは高い

評価を得ており、今後も「カ」

国側の予算で継続していくこ

とになっている。ただし、今

回と同規模のものを行うだけ

の予算が確保できるかは未定

第１回 2007 年８月 29 日～９

月２日 

目的：新道路交通法の普及 

第２回 2007 年 11 月 11 日～18

日 

目的：交通事故が急増する水

祭り前の交通安全啓発。将来

的に年２回の定期的なキャン

ペーンの一つへ発展させる。

第３回 2007 年 12 月 10 日～16

日 

目的：社会実験（モニレス／

271 交差点改良など）の告知 

第４回2008年２月３日～10日

目的：ロシア／271 交差点改良

前の交通安全啓発 

 

座学 

第１回 2007 年 11 月 15 日 

目的：キャンペーン関係者に

対してプロジェクトの概要を

説明とキャンペーンの内容、

その計画策定について説明 
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調査項目 現状・課題 調査内容 調査結果 

８．４月のキャンペーンの準

備状況確認 

①各種製作物の進捗確認 

②実施機関担当者へのインタ

ビュー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E３: Enforcement（交通人材育

成）：PPMP 

 

９．現状分析の結果と、抽出

された課題を確認する。 

課題に対する計画に沿って

E３の活動が実施されたかを

確認する。 

（座学、セミナーの E３にお

ける位置づけ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．第５回キャンペーン準備

状況 

４月７日～14 日で予定して

いるキャンペーンについて以

下状況を確認した。 

・４本のテレビスポット CM

と４本のラジオ CM を確認

した。 

・JICA がオープンニングスピ

ーチを行うことになってい

る。 

・その他の進捗は直接確認す

る時間がなかったが、おお

むね用意できているとの報

告があった。 

 

E３: 

 

 

９．現状分析 

・市内主要交差点における交

通指導取締りは、プノンペ

ン市交通警察部交通指導取

締課が行っている。 

・しかし、警察官の取締り・

指導に関する能力が低く、

基礎的な動作から指導する

必要がある。 

・新道交法の施行が早まった

ことから無免許二輪車対策

が急務となり、対応策を検

討、協議した。その結果、

現行の運転免許取得方法で

は 30～40 万人の無免許二輪
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調査項目 現状・課題 調査内容 調査結果 

 

 

 

 

 

10．E３座学の実施状況の確認

座学が計画通り実施された

かを確認する。 

①研修用教材の現物を確認 

②座学受講者へのインタビュ

ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11．セミナーの結果確認 

セミナーが効果的に行われ

たかを確認する。 

①セミナー実施報告 

②参加者へのインタビュー 

 

 

 

 

12．E３の自立発展性 

運転者への免許取得インセ

ンティブが働かず、時限措

置も含めた対応策を今後検

討することとなった。 

 

10．E３座学について 

以下４回の座学を実施し

た。 

第１回 2007 年９月 11 日 

目的：交通警察官の役割 

第２回 2007 年 12 月 11 日 

目的：12 月 15 日からの社会実

験を前にモニレス／271 交差

点改良に伴う交通整理・指導

取締要領を説明 

第３回 2008 年２月５日 

目的：２月９日からの社会実

験を前に、ロシア／271 交差点

における指導取締法や手信号

での整理法などを説明 

第４回 2008 年３月 15 日 

目的：社会実験の評価と課題

を議論 

 

11．セミナー 

2007年12月５日に交通警察

官、関連省庁、工科大学生、

NGO 等 145 名の参加者を集め

て交通安全セミナーを開催。

日本の警察庁から現役の警察

官が日本の経験について講演

し、参加者から好評を得た。

 

12．E３の自立発展性 
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調査項目 現状・課題 調査内容 調査結果 

①交通警察官への技術指導の

内容が明確になっているか

を確認する。 

②今後の教育計画が明確にな

っているかを確認する。 

 

 

13．共通事項 

プロジェクト管理について

確認する。 

質問票及びインタビューに

よると、交通警察官は警察の

中で経験を積んだ者が配属さ

れているが、プノンペンの急

速な発展に対応しきれていな

い状況である。 

 

13．共通項目 

プロジェクトの節目や重要

な決定事項の決定には適宜

JCC や EXC を開催している。

第１回 JCC：2007 年３月 16 日

内容：インセプションレポー

トの説明と討議を行い、社会

実験の対象交差点を選定し

た。 

第１回 EXC：2007 年３月 22

日 

内容：第１回 JCC の内容確認

と C/P の確認 

第２回 JCC：2007 年６月 12 日

内容：これまでの活動報告と

今後の活動計画承認 

第２回 EXC：2007 年６月 15

日 

内容： 

第３回 EXC：2007 年９月５日

内容：第１回交通安全キャン

ペーン（８月 29日～９月２日）

の報告と改善事項について 

第４回 EXC：2007 年 10 月 8

日 

内容：活動進捗報告と第３回

社会実験の対象交差点の検討
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調査項目 現状・課題 調査内容 調査結果 

   この他、第５回、６回 EXC

を開催し、社会実験の評価や

課題、2008 年度社会実験につ

いての議論を行った。 

その他、各 E について以下

会議を開催し、C/P と合意を取

りながらプロジェクトを進め

ている。 

E１定例会議：週１回ペースで

開催。社会実験に関する課題

や進捗確認など（30 回以上）

E２定例会議：交通安全キャン

ペーン前に３から４回実施。

キャンペーンの内容を検討

（15 回ほど） 

E３定例会議：社会実験対象交

差点での取締り方法の検討や

座学の準備など（15 回ほど）

NRSC 会議や NGO 会議への参

加：国レベルや NGO 主体の交

通安全キャンペーンの内容検

討など（６回） 

(2) 現 在

の プ ロ ジ

ェ ク ト の

今 後 の 方

向 性 に つ

い て 協 議

をする。 

１.次年度の活動予定につい

て協議する。 

E１： 

①２つの交差点の改良に関す

る測量は DPWT の技師が中

心とって実施済みである。

ただし、毛沢東通りの既存

の信号は中国から寄贈され

たものがある。 

 

 

②工事費に関してはプノンペ

ン市側で用意するべく次回

１.次年度活動予定 

 

E１： 

①ロシア／毛沢東交差点での

社会実験 

・進捗を確認する。 

・予算措置の状況を確認す

る。 

・中国から寄贈された信号

について改修する場合の

手順を確認する。 

②６A/Chroy Chang 交差点の

改良 

 

 

E１： 

①測量を C/P が実施し、計画

策定まではできているが、

C/P からその内容に自信が

ないとの発言があった。専

門家からは基本的に問題な

い旨の回答があり、今後は

実施に向けた調整を行うこ

ととなっている。 

②市が計画実行することにな

っており、プロジェクトの
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調査項目 現状・課題 調査内容 調査結果 

 （３月）の EXC で確認の予

定（調査団出発までには結

果が判明する）。 

③交通量調査のための費用負

担について未確認である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E２： 

①運転者教育プログラムの作

成について一部協議をはじ

めている。 

 

 

 

 

 

 

②関係機関が連携して４月、

11 月にキャンペーンを実施

予定である。 

・進捗を確認する。 

・予算措置の状況を確認す

る。 

③交通量調査 

 ・準備状況を確認する。 

 ・予算措置の状況を確認す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E２： 

①運転者教育プログラムの確

立 

・プログラム作成 

・テキスト作成（テキスト、

マニュアルの作成は四輪

車対象のみ） 

・座学の実施 

 

 

②キャンペーン計画 

・計画、進捗を確認する。

・予算措置の状況を確認す

中で計画等について専門家

が適宜進言することになっ

ている。 

③①の測量についてはその費

用はプロジェクトから支出

したが、内容については専

門家のアドバイスのもと

C/P が独自に行った。 

 

以下 E２、E３の活動を追加

することでプロジェクト期間

の延長が妥当であると判断さ

れ、延長期間中も引き続き E

１についての協力は行うこと

した。この際、E１は交差点対

策のみにはとどまらず対象を

広げ、資金支援は行わないも

のの必要なアドバイスを行

う。ただし、立体交差への改

良など大規模な工事に関して

は対象外。 

E２： 

①無免許運転者に対する免許

取得促進策を重点に教育プ

ログラム、テキスト作成、

試験内容について関係機関

と協議を行い、制度として

の構築をめざす。 

また、更新時のプログラ

ムについても同様に制度化

するための作業を行う。 

②E３と連携して免許取得、飲

酒運転、スピード違反、ヘ

ルメット着用など重点項目
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調査項目 現状・課題 調査内容 調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

E３： 

１年次ですべての活動を終え

ており、特に予定していない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．プロジェクト開始当初に

想定していなかった外部環

境、内部環境の変化を確認し、

今後のプロジェクトの方向性

について協議する。 

①新道路交通法が施行され

た。 

 

 

 

る。 

 

 

 

 

 

 

E３： 

①キャンペーン計画 

・計画、進捗を確認する。

・予算措置の状況を確認す

る。 

②C/P による交通指導・取締り

が行われているかを確認す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．外部・内部環境の変化 

 

 

 

 

①-１新道路交通法の施行後

の対応を確認する。 

・違法駐車対策などの規制

に関して新たに対応する

必要がある項目を確認す

を絞ったキャンペーンにつ

いて引き続き関係機関と連

携を前提に実施に協力す

る。ただし、資金的な協力

については徐々に減らして

いくこととする。 

 

E３： 

コミュニケーションの困難さ

（専門家、C/P 双方の英語力の

低さ、及び通訳の専門用語へ

の不慣れなど）や先方の力量

不足などから目標レベルには

達していない。そこで、４月

末に NRSC より発表予定の取

締りに関する全国レベルのア

クションプランも踏まえ、E

１、E２と相乗効果を生むべく

連携をにらみながら、指導計

画を練り直し、交通警察官の

中の取締り・指導に関する指

導者育成を中心に技術移転を

行うこととする。 

 

２．外部・内部環境の変化 

 

 

 

 

①-１ 

新道路交通法施行後の対応

として以下がプロジェクト

以外の活動として行われて

いる。 
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調査項目 現状・課題 調査内容 調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②交通事故数について確認が

必要である。（プロジェク

トの外部条件） 

 

 

 

 

 

 

 

る。 

・上記について、どのよう

な対応を検討しているの

かを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-２特に四輪車の免許更新

時の対応を確認する。 

 

 

 

①-３特に二輪車の免許取得

に関する対応を確認する。

免許取得勧奨など 

 

②交通事故数の推移について

確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・49～125cc のバイク免許取

得促進のための免許取得

前の講習時間の減免及び

DPWT での無料講習会の

実施 

・MOI から通達により、新

道路交通法で規定された

以下４つの項目の取締り

を PPMPで実施している。

①ナンバープレートの装着 

②過積載 

③バイクのバックミラーの装

着 

④免許の不正使用 

 

①-２免許更新については独

自の対応は確認されていな

い。本プロジェクトにおい

て2008年度対応されること

になっている。 

①-３二輪車の免許取得に関

しては①-１のとおり対策

を講じているが十分な成果

得られていない。 

②事故数に関しては 2005 年

892 件、2006 年 730 件、2007

年 801件となっており、2000

年から 2007 年で年平均約

７％上昇傾向にある。また

死者数では平均 16％上昇し

ている（付属資料５参照）。

交通事故統計については、

HIB より事故統計システム

の譲渡が検討されている。
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調査項目 現状・課題 調査内容 調査結果 

 

 

 

３．延長の必要性について協

議する。 

①2009 年度要望調査における

要請内容を確認する必要が

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．延長の必要性 

 

①2009 年度要望調査における

要請内容を確認する。 

以下２点についてその詳細

を確認するとともに必要な

作業項目を洗い出し、各 E

に組み入れられる場合は組

み入れる。 

・交通需要制御実施のため

の準備作業 

点（交差点）から線（交

差点を含む単路部）へ 

 ・無免許オートバイ運転手

への対策 

   新道路交通法改正によ

り発生した大量の無免許

オートバイ運転手への対

応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIB は技術移転も含めた譲

渡を検討している。 

 

３．延長の必要性 

 

①要請内容の確認 

・交通需要制御のための準備

作業 

具体的な内容について確

認したところ、立体交差な

どの大掛かりな交差点改良

などを行いたい旨の提案が

「カ」国側からなされたが、

当初のプロジェクト計画か

ら大きく外れることから対

象とはしていない。しかし、

改良交差点を中心とした短

路部の対応など大規模な工

事を含まないものに関して

はプロジェクト期間中は専

門家のアドバイスを得られ

るよう継続して投入を行う

こととした。 

・無免許オートバイ運転者へ

の対策 

「カ」国側で独自の取り組

みを始めてはいるが、抜本

的な解決には至っていな

い。しかし、本プロジェク

トの目標を達成するために

も教育と取締りの強化は必

要であり、オートバイの免

許取得促進を中心に、教育

と取締りで継続的に連携で
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調査項目 現状・課題 調査内容 調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②各 E について、現在の計画

に従って投入した場合のプ

ロジェクト目標及びその後

の上位目標の達成の可能性

を確認する（有効性予測・

インパクト予測）。また、

阻害要因があればその詳細

と対策について検討する。

 

＜現時点での予測＞ 

E１：  

・対象の２つの交差点の改良

は行われ、必要な調査・計

画・実施・評価についての

一連の活動は専門家主導、

C/P 参加のもと行われた。

2008 年度は C/P 機関主導で

C/P 機関の予算により交差

点改良が行われることとな

っているが、これまで行っ

た交差点改良による成果が

現れるには時間がかかるた

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②各 E について、現在の計画

に従って投入した場合のプ

ロジェクト目標及びその後

の上位目標の達成の可能性

を確認する（有効性予測・

インパクト予測）。また、

阻害要因があればその詳細

と対策について検討する。

 

 

E１：  

・費用負担について C/P 機関

の現状を確認したうえで、

交差点改良を含む社会実験

の費用の負担について先方

と協議をする。現在交差点

改良に係る工事費はプノン

パン市側が用意する意向で

あり、残りの費用について

2008 年度はプロジェクトに

て負担する用意があること

を最終提案として提示す

きるよう制度化も含めて対

応することは、現在のプノ

ンペン市の交通事情からも

必要である。また、新道路

交通法の施行はプロジェク

トの関係者の意識だけでな

く、一般の道路利用者の意

識を交通法遵守、交通安全

へ向けさせる好機であり、

延長することで得られる成

果はプロジェクト目標の達

成に大きく貢献する。 

②有効性は高く、正のインパ

クトが予想される。詳細は

M/M 参照のこと。 

なお、外部条件について

は満たされる可能性は高い

と判断された。 

 

 

 

 

E１： 

・M/M 等には直接記載せず、

PO でその関与を示すにと

どめた。 
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調査項目 現状・課題 調査内容 調査結果 

め、すぐにすべての予算を

措置するまでには至ってい

ない。 

・交差点（点）改良だけでは

効果を十分に出すことが困

難であり、改良対象交差点

を含む短路部（線）におけ

る交通環境改善が必要であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

E２:  

・運転者教育に関しては当初

より2008年度の重点活動と

なっており、2007 年度の活

動は E１、E３と共同で実施

したキャンペーンのみ行う

予定であった。 

・しかし、2007 年９月に新道

路交通法が施行されたこと

で特に 49cc 超の二輪車運転

者への免許取得対策が急務

となったこと受け、新道路

交通法に対応した二輪車運

転者が必要とする教育の提

供方法や能力の審査方法な

どについて検討する活動を

2007 年度に追加した。 

る。ただし、2009 年度分は

全額先方負担であること

M/M に記載する。 

・対象交差点を含む単路部に

おける交通環境改善策につ

いて新道路交通法で規定さ

れた違法駐車対策なども含

めて検討する。ただし短路

部のどの範囲までをプロジ

ェクトの対象とするかは協

議が必要である。ロシア／

毛沢東交差点での社会実験

が次年度予定されており、

ロシア通りの 271～毛沢東

通りまでを対象とする案を

提示する。 

 

E２：  

・当初計画では新道路交通法

から採用される免許更新制

度に対して、既免許所有者

（四輪者）の更新時に組み

込み可能な教育プログラム

を検討することとなってい

たが、その対象を二輪車に

も拡大する。 

・一方、二輪車運転者のほと

んどが無免許である実情か

ら、E３における交通取締が

成果をあげるためにも免許

取得の促進は重要であり、

時限措置の検討も含めて免

許取得に必要な知識内容を

整理するとともに、制度的

 

 

 

・単路部他、本プロジェクト

で改良した交差点を含む部

分の改善についてプロジェ

クト活動の中で十分議論を

して決めることした。ただ

し、大規模工事を含む改修

等は行わない。 

 

 

 

 

 

 

 

E２：  

・免許更新制度の確立に必要

な活動について二輪車、四

輪車と PDM 内に明示した。

・無免許二輪運転者に対する

免許取得促進については既

に「カ」国側独自の取り組

みをはじめているが満足の

いく成果を上げられていな

い。一方、2007 年度にプロ

ジェクトから提出した提案

書について前向きに検討す

る旨の回答が MPWT 大臣か

らあったことを踏まえて、

制度構築とその実践の一部

についてプロジェクト期間

を１年間延長しサポートす
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調査項目 現状・課題 調査内容 調査結果 

 

 

 

 

E３：  

・プノンペン市交通警察官に

対する２回の座学と社会実

験を通じて座学で学んだ内

容を踏まえた取締りをはじ

めているが、交通警察官の

交通指導・取締り能力は、

プロジェクト開始時に想定

されていたより低いことが

わかっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③活動が追加される場合は

2008 年度の活動予定も含め

て見直す必要がある。 

 

 

 

枠組みを精査したうえで、

実現可能な対応策を検討・

提案する活動を追加する。

 

E３:  

・当初計画では 2007 年度中に

ほとんどの活動を終えるこ

ととなっており、本調査に

おいて実績を確認すること

とする。特に、自立発展性

を見据えた警察内における

研修体制の確立について確

認する。継続支援の必要性

については C/P 機関と協議

し検討する。 

・また、新道路交通法に対応

した指導・取締りへの取り

組みについて確認し、必要

であれば活動に組み込むこ

とを提案する。その際、対

象活動は３～５に絞り込む

こととする。 

 

 

 

 

 

 

③確認された活動についてそ

の必要性と活動時期を確認

する。 

当初から予定されていた

2008年度に実施予定の活動

と、追加された活動を整理

ることとした。 

 

 

 

E３: 

・当初計画した活動は予定通

り実施されたが、成果を警

察に広めるところまでは至

っていない。運転免許取得

を促進するためにも更なる

警察の能力強化は必要であ

り、今後は警察内の指導者

育成に重点を置いた活動を

行うこととした。 

・取締り対象活動は現在４つ

の軽微なものについて既に

行っており、今後は MOI が

制定するアクションプラン

に沿ってその対象を拡大し

ていくことになっている。

その中でも特に、事故の主

な原因ともなっているスピ

ード違反、飲酒運転、無免

許などに対しては重点的に

取り締まることが上記アク

ションプランに盛り込まれ

る予定である。 

 

③PDM、PO、TSI の修正を行

い、M/M に添付した。 
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調査項目 現状・課題 調査内容 調査結果 

 

 

 

 

④C/P 機関の予算措置につい

て確認する必要がある。 

し、2008 年度、2009 年度の

活動を再度見直す。（WBS、

PO の修正） 

 

④予算措置、特に先方負担事

項について協議する。（延

長分のプロジェクト予算と

して 5000 万円～1 億円を念

頭に置く。） 

 

 

 

 

④予算措置についてプロジェ

クト終了後を見据えた資金

計画を立てることし、特に

延長した３年目については

交差点改良及びキャンペー

ンについて「カ」国側が全

額負担することに合意し

た。 

( ３ ) 変 更

が 必 要 と

判 断 さ れ

る 場 合 は

PDM を変

更し、M/M

と し て 取

り ま と め

る。 

協議の結果プロジェクトデ

ザインの変更が必要になるこ

とが想定されている。 

１．プロジェクトデザインと

それに係る作業項目の変更、

プロジェクト予算の増加、先

方負担事項を確認した上で、

修正可能なプロジェクトデザ

インを作成し、双方合意する。

 

 

２．合意に達した場合は R/D

案も添付する。 

１．プロジェクトデザインの

変更についての合意はでき

た、予算については細かな議

論にまで至らなかった。一方

M/M の中で先方が確保すべき

資金については明記されてお

り、合意している。 

 

２．2006 年 12 月の R/D におい

て事業計画の変更は M/M で対

応すると明記されており、今

回の M/M において R/D を参

照、修正し、新たな R/D の署

名は行わないこととした。 
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２―２ 評価５項目による分析 

（１）妥当性 

本案件は、以下の理由から妥当性が高いと判断される。 

・ プノンペン市では、2005年の事故死者230人から2006年は200人と一旦は減少したものの、

2007年は再び261人と大きく増加に転じ、交通事故は国全体のみならずプノンペン市にお

いても都市問題の最重要課題となっている。このような交通事情を抱えるプノンペン市は、

本案件の対象地域として適切である。 

・ 交通安全に関する政策として、国家交通安全アクションプラン（National Road Safety Action 
Plan）が 2005 年に作成されている。本案件は、アクションプラン 15 項目の中で、プノン

ペン市などに道路標識や信号を設置することを計画している(アクションプラン５：道路

環境と道路設計)と、自動車免許取得試験の整備や交通安全キャンペーンに関する研修を

公共事業運輸省運輸総局や州･市の部局に対して実施する計画を含む(アクションプラン

10：運転者研修)と整合性がある。 

・ プノンペン市は JICA の支援で 2001 年に「プノンペン市都市交通マスタープラン」を作成

しており、M/P には交通工学的対策、交通安全教育、交通指導･取締りに関する提言が含ま

れる。本案件の協力内容は、これらの提言との整合性がある。 

・ 本案件は、外務省の対カンボジア国別援助計画で提示されている、「持続的な経済成長と

安定した社会実現に向けた社会･経済インフラの整備」との援助政策との整合性がある。

同時に JICA 国別事業実施計画においても、運輸交通ネットワークの改善を主眼とした運

輸交通システム改善プログラムにおける、ネットワークの中枢を担う首都プノンペンの物

流･人流の整流化を目的とした重要プロジェクトとして位置づけられる。 

 

（２）有効性 

本案件は、以下の理由から有効性は高いと判断される。 

・ 本案件は３実施機関によって実施される３つのコンポーネントで構成されており、成果か

らプロジェクト目標達成までのプロセスも３つに分けて明確に示されている。 

・ プロジェクト目標を「交差点改良と運転者教育、及び交通取締の実施能力が強化される」

としているが、交差点改良の実施能力の強化は、「成果１：プノンペン市公共事業局職員

の交差点改良等の交通管理能力が向上する」の結果として達成される。2007 年度の実績と

しては、次のとおりであった。E１は社会実験対象交差点としてモニレス／271 道路交差点

とロシア／271 道路交差点の社会実験を、専門家との C/P 及び３E の協働で実施した。モ

ニレス／271 道路交差点では、実験前後の交通量調査により、交通容量と旅行速度が増加

し渋滞長が減少した。また、2008 年度社会実験予定交差点であるロシア/毛沢東交差点で

は C/P 自らが交差点改良の計画設計と測量を行った。 

・ 運転者教育の実施能力の強化は、「成果 2：無免許オートバイ利用者に免許を支給し免許取

得者の交通意識が向上する基盤ができ、公共事業運輸省運輸総局陸上交通部職員の交通安

全教育･啓蒙活動の能力が向上する」の結果として達成される。2007 年は４回の交通安全

キャンペーンを NRSC や NGO を中心とする関連機関と協働で行うことができた。2007 年

９月に施行された新道路交通法にあわせて、プノンペン市都市交通の最大懸案の一つであ

る「バイク利用者への効率的な運転免許発給システム」の本プロジェクト提案内容を関係
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機関と議論を始めた。現在、本案は NRSC 議長である MPWT 大臣に提出されコメントを待っ

ているところである。 

・ 交通取締りの実施能力の強化は、「成果３：プノンペン市交通警察官の交通取締り･安全指

導能力が向上する」の結果として達成される。2007 年の実績としては、４回の座学と２回

の社会実験における OJT による交通指導・取締り強化を行った。この成果は、指導を受け

た一部の交通警察官が他の交差点の交通指導・取締りにおいて成果を出していること報告

されている。このように、2007 年は、当初予定されていた活動をおおむね効果的に実施し

てきた。 

・ プロジェクト目標達成のために満たされる必要がある外部条件に、「プノンペン市内の交

通量が劇的に増加しない」、「事業実施の予算が配分される」、「現地 NGO との連携が維持

される」があげられている。事業予算の確保については、協力期間２年目の一部事業費を

「カ」国側が負担することを協力の条件にしており、実施機関も理解しているが、引き続

き留意する必要がある。特に新道路交通法施行に伴い発生した教育または取締り対象の多

くの道路使用者に対する運転者教育と交通取締りは現在の予算が非常に限れられている

ことから、政府の独自予算が確保できない場合に備えて、本プロジェクトでの一部負担や

他の選択肢も検討する必要がある。2007 年における現地 NGO との連携は交通安全キャン

ペーンを通して維持された。 

 

（３）効率性 

本案件は、以下の理由から現時点での効率性は普通と判断される。 

・ 2007 年における成果 1 に係る活動の達成度は「有効性」の項でも示したようにおおむね良

好であり、成果の実現に十分な活動が行われているということができる。 

・ 成果２は、NRSC や NGO 等との協働による４回の交通安全キャンペーンが行われた。これ

らの活動は適切であったと評価されている。運転者教育に関しては新道路交通法が施行さ

れたこともあり、「バイク利用者への運転免許発給システム検討と実施」に向けた活動が

追加的に投入された。この活動は成果を達成するために必要な活動であり、今後さらにシ

ステムの確立と実施に向けた活動が必要となる。 

・ 成果３の 2007 年の実績は、他の成果に比べると達成度が低かった分野である。その理由

としてプノンペン市警察がこれまで JICA の支援を受けたことがなかったことや、取締り

の指導にあたって使用された教材などについて日本側専門家と「カ」国側警察官との間で

その意図が十分に伝わらなかったことなどがあげられる。このようなことから活動の中心

は座学と２か所の交差点改良か所での OJT に限定された。 

・ このような状況のもと、全体として専門家の数や派遣時期はおおむね適正であったと判断

される。 

 

（４）インパクト 

本案件は以下のような正のインパクトが観測されている。 

・ 本案件の特徴は３E の協働による交通混雑解消及び交通事故の減少である。プロジェクト

期間中の EXC、座学やセミナーに対する積極的な参加を通してこの概念がプロジェクト参

加者全員で共有できている。 
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・ 交通安全推進に係るプロジェクトチーム、NGO 及び NRSC などとの協同による交通安全キ

ャンペーンを実施している。これら連携した交通安全キャンペーンを実施することにより、

NGO から政府機関への知識･経験の移転、相互の協力関係醸成が達成された。 

 

その他、本案件のインパクトは以下のように予測される。 

・ 「バイク運転者への免許発給システム」や「日常的交通指導・取締り活動支援」は、「カ」

国の交通安全教育と交通取締の向上に不可欠な新道路交通法の実行性をより高めること

に直結する。 

・ 交差点改良の際に、多少の交通混雑が予測されるが、現場で適切な交通管理を実施するこ

とで影響を最小限に押さえることが可能である。 

 

（５）自立発展性 

本案件は、以下の理由から現時点での自立発展性は中程度と判断される。 

本案件終了後の「カ」国側による自立発展性は以下のように予測される。 

１）政策・制度面 

・ 2006 年 12 月に新道路交通法案が国会（National Assembly）で承認され、2007 年９月に施

行されたことは、自立発展性につながる動きである。 

・ 「カ」国の交通安全に関する活動の責任を担っている NRSC は交通安全に関するプロモー

ションや取締などに対して先導的な役割を担う必要がある。 

・ さらに、プロジェクトからの提案である無免許バイク運転者への免許取得促進策について

はDLT、公共事業運輸省(Ministry of Public Works and Transport：MPWT)にて前向きに検討

されている。 

２）組織・財政面 

・ プノンペン市公共事業運輸局は、現在までも交差点改良を含む交通管理事業を実施してお

り、プロジェクト終了後も移転された技術を活用して交差点改良を継続する組織力は備わ

っていると考えられる。財政面でも、国家予算、市の予算、ドナーからの支援など複数の

財源にアクセスできる環境にあり、活動の継続に必要な予算の手当てが見込まれる。 
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第３章 今後の計画 

 

公共事業省運輸総局陸上交通部(Department of Land and Transport, MPWT：DLT）との協議にお

いて当初予定していなかった MPWT 大臣の出席や、また M/M 協議においては副市長参加のもと

に行われるなど、先方の本プロジェクトに対する積極的な姿勢が示された。 

協議の結果、既存の活動の強化と新たな活動を追加し、当初のプロジェクト目標を達成するた

めに１年間の延長が必要であると判断した。なお、主な変更点は以下のとおりである。 

 

（１）E２ 免許取得促進のための制度構築への支援を追加し、無免許バイク運転者への教育を強化す

る。 

 

（２）E３ 無免許をはじめとする主要な交通違反に対する交通規制、取締への支援強化。 

 

（３）E１ 延長期間中においても交差点改良を含むその他エンジニアリングに関する「カ」国

側が主体的に行う事業について必要に応じアドバイス等を行う。 

 

３―１ PDM の修正 

これまでの活動の実績を反映した文言の修正及び１年間延長したことによる活動の追加などに

対応した PDM（Ver2.0）を作成し、M/M に ANENX10 として添付した(付属資料 1)。主な変更点

は以下のとおり。 

 

(１)活動の追加・修正 

・ 活動２に無免許バイク運転者への免許取得促進に向けた活動を追加した。 

・ 交通安全キャンペーンに関する活動について活動２にまとめた。 

・ 各活動についてその実施者を追記した。 

 

（２）投入の追加 

・ 無免許バイク運転者への免許取得促進に向けた投入を追加した。 

 

（３）指標及び指標入手手段の修正 

・ 達成度を測るものとしてテストとその結果を指標としていたが、「テスト」とすることでそ

の結果が C/P の職務上の評価に連動してしまう可能性があるため「質問票」と表現を変更

した。 

 

３―２ PO/TSI の修正 

活動期間を１年間延長し、３年間とし、追加された活動とを反映した実施計画(Plan of 
Operation:PO)及び暫定実施計画(Tentative Schedule of Implementation:TSI)を作成し、M/M に

ANENX11 として添付した。 
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第４章 団長所感 

 

４―１ 現状認識 

（１）当初計画―限定的３E に対し２年間の協力期間 

本プロジェクトは 2006 年の７月に事前評価調査が行われ、2007 年３月から実際の協力業

務が開始された。内容はプノンペン市において適切な交通管理を実施することで交通混雑や

交通事故を軽減し、もって交通状況を改善することを上位目標に、３つの E(エンジニアリン

グ、教育、取締り)に対し、それぞれの中で最も効果がありそうな部分に対し人材育成を実施

することとしたものである。それぞれの E の具体的な内容は交差点改良（E１）、運転者教育

（E２）及び交通指導取締り（E３）であり、それぞれ、①交通量が確実に増加してきている

が、小規模対策としてのエンジニアリング（交差点・道路改良）の展開（E１）が渋滞緩和

などに有効であること、②交通の主役である運転者、とりわけバイク運転者の教育（E２）

が交通改善上効果的と判断されたこと、③交通規制取締り（E３）については、交通ルール

の徹底は交通改善上不可欠な要素であり、交通警察官の能力向上が極めて重要であると考え

られたからである。これらに加え、教育に関する協力の一要素として広く交通ルール等を普

及・啓蒙するための交通安全キャンペーン活動への協力も、E１並びに E３と連携する形で内

容の一部とされていた。 

このうち、運転者教育に関しては、事前評価調査段階では、免許の更新制度の導入ととも

にバイク(125cc 以下 49cc 超)運転者に対し免許取得を義務付ける新道路交通法の成立施行の

時期が見通せず、新たな運転者教育への取り組みがすぐには始まらないと考えられたことか

ら、協力期間の後半(２年次)に主たる協力を行うものとして計画された。また、それぞれの

E の内容はかなり限定的であることから、期間は２年間とされた。ただし、この取りまとめ

の過程で、人材育成のための期間として「カ」国の他事例からも２年間は短期間すぎるとい

う意見も強くあり、途中段階でのモニタリングなどを通じ、期間についてはある程度柔軟に

対応することも議論された。 

 

（２）早急な実施が求められる新道路交通法 

本格開始から既に１年が経過した現時点で、交通をめぐる環境条件として最も大きな変化

は、交通量の急速な増加と新たな｢道路交通法（Land Traffic Law）｣の施行である。交通量の

データそのものはないが、プノンペンにおける自動車の登録台数はプノンペン市の資料によ

ると 2007 年で 650,996 台と 2002 年以降年率 12％と大きな伸びを示している。特に、この２

年間では年率で 15.8％と極めて大きな伸びを示し、道路の混雑状況は厳しくなってきている。

また、2007 年の交通事故は 1,610 件と 2002 年以降年率で 4％の伸びを示しており、死者数で

は 2007 年で 261 人となっている。 

一方、道路交通法は 2006 年 12 月に国会を通り 2007 年９月に施行された。従来より、新道

路交通法の施行なくしては道路交通の秩序化は難しいと認識されてきていたこともあり、こ

の施行は道路交通の改善に極めて重要な枠組みを与えるものとして期待されている。現在、

交通当局はその実施のために格段の努力を続けているが、依然として交通ルールの普及度は

低く、実施が順調に進んでいるとはいえない。 
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４―２ 現在までの進捗状況と今後の対応 

（１）着実に技術移転が図られつつある交差点改良（E１） 

小規模対策としての交差点改良は交通混雑のボトルネックを解消する手段であり、プノン

ペンでは今後とも取り組んでいくべき重要な課題と考えられる。この１年間に本プロジェク

トの中で実施された２つの交差点改良は、日本人専門家が主導しつつプノンペン市公共事業

運輸局（Department of Public Works and Transport,MPP:DPWT）と協力して実施したもので、

混雑緩和面で一定の効果をもたらした。交差点改良に伴い実施された社会実験は他部門（E
２、E３）との協力として評価する声が多い。また、交差点改良に関しては、技術移転面で

もその効果は出つつあるものと認められる。2008 年度予定している対象交差点に対しては、

DPWT 職員自らによる調査や計画が行われている。 

交通管理としてのエンジニアリングは当然のことながら交差点改良がすべてではなく、駐

車対策、一方通行など様々な施策があり、DPWT としては今後交差点を含む一定区間を対象

にしたもう少し幅広いエンジニアリングに取り組みたいとしている。もともと、本プロジェ

クトでは必要に応じ交差点を含む一定延長を含めた交差点・道路改良も想定していた。また、

交差点改良を取り上げたのは、ボトルネック対策としての交差点改良が交通混雑への効果の

面でも重要であるとともに交差点を中心にいくつかの技術課題にもかかわっていけるとの考

えからである。今回現地で取り組みたいとしている技術も本プロジェクトの範囲を超える新

しい分野というわけではない。したがって、これらへの対応は、ある程度は日本側で基本的

な技術は教える部分もあるが「カ」国側が主体的に取り組むのが適当であり、その過程で必

要な技術的アドバイスを行う形で臨むことでよいと考える。 

また、交通量の増大に伴い、一部の交差点では立体交差の建設などの大規模対策の必要性

が議論され始めている。この対策は、交通管理のエンジニアリングとは一線を画する業務で

あり、これは別途必要性を議論し対応を検討すべき内容と考える。 

 

（２）無免許対策が大きくクローズアップされている運転者教育 

交通安全教育、啓蒙活動として国家交通安全委員会(National Road Safety Committee： 

NRSC)や NGO 等が中心となって実施する交通安全キャンペーン活動は 2007年には４回行わ

れ、本プロジェクトでも主として教育に係る支援の一環として積極的に協力した。交通安全

キャンペーン活動は、資金不足をもとより全体調整や計画面での人材不足などまだまだ十分

とはいえないものの、これまでの活動を通じて実績を積み上げてきており、その運営主体で

ある NRSC も組織としての一定の体裁ができていることから、今後も徐々に発展していくも

のと期待される。 

一方、運転者教育に関しては、特に新道路交通法の施行に伴う排気量 125cc 以下のバイク

を含め全無免許バイク運転者対策が最も緊急課題である。これまで許されていたとはいえ、

新道路交通法施行後に堂々と公道でバイクを無免許運転することが放任されているというの

は、いわば無法状態であり、この状態は一刻も早く解消される必要がある。 

この事態に対し、MPWT の DLT 長 Keo Savin 氏の説明によれば、当局でも新道路交通法の

施行をにらみバイク運転者の免許取得を促進するために、2007 年の３月から義務としての講

習時間を 16 時間（もともとは 30 時間）に下げるとともに全国の公共事業運輸局で無料で講

習を実施する施策を展開してきた。現在では、プノンペンなどの一部の州を除き、この講習
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で使う資料が用意できないなど費用面の問題からこの活動は継続されていないが、この約１

年間で約 30,000 人が受講し、約 10,000 人が免許を取得したという。こういった努力のほか、

今後も予想される様々な施策（交通取締りの強化、民間団体による免許取得促進策など）の

展開次第で、ある程度の免許取得者増も想定されるが、30 万人強（JICA プロジェクトチー

ム推計）とも想定されるバイク無免許運転者解消の決め手にはなかなかなりにくい、と考え

られる。 

運転者教育に関する本プロジェクトによる技術協力は、2008 年度から本格化する。上述し

た判断のもと、本プロジェクトでは、無免許運転者をできるだけ早くなくすことに注力する

ことが現時点で最も必要なことと考え、免許取得方法をもう少し簡易なものにしてはどうか

との提言を既に行ったが、大臣も肯定的な見解を示している。今後制度化へあたっての慎重

な検討や交通取締り側との十分は連携の形成などが必要と思われる。 

以上のように、新道路交通法の施行を受け、本プロジェクトでは改めてバイク無免許者対

策を一つの重要課題と位置づけるとともに更新時教育も含めた運転者教育に関する協力を強

化する必要があると考える。これらに関わる手続きを制度化し、さらにそれを実際に運用し、

やり方として確立していくには１年では不足と考えられることから、さらに１年プロジェク

ト期間を延長することが順当であると考え、先方政府ともその点で合意した。既に書いたよ

うに、現在の交通問題の改善を図っていくために、その主役である運転者がまず交通ルール

を理解しそれに従うように仕向けることが肝心であり、その意味で、運転者の大部分を占め

るバイクの無免許運転者に免許を取得させること、また免許保持者の再教育を行うことは大

きな意味があると考える。 

 

（３）新道路交通法の実施に取り組み始めている交通取締り 

交通警察官の職務環境が劣悪であり、また交通指導・取締り能力も予想以上に低かった、

というのが日本側プロジェクトチームの評価である。そういった条件のもと、「プノンペンの

交通警察官が身に着けるべき事項」の目標を立て、座学・OJT が実施されたが、達成度とし

ては高いとはされない。とはいうものの、E１や E２活動との連携、特に社会実験時での交通

指導実務経験により取締りの基本、道路標識・信号などはある程度知識として理解が進んだ

点は評価できる。また、人材育成のため、材料としての講師用マニュアルや研修教材の作成

も行われた。 

「カ」国において交通関係で JICA として警察官を C/P にして協力を実施してきた経験は

ほとんどなかった。そういった経緯もあり、他の２団体（公共事業運輸省道路交通課、プノ

ンペン市公共事業運輸局）のようにその組織としての力量に対する判断が十分とはいえなか

っただけでなく、先方にとっても、JICA の協力事業に対する不慣れなどもあり、必ずしも順

調な取り組みがなされてきたとはいえないように思われる。 

一方、2007 年９月の新道路交通法の施行は、やはり交通取締り面での警察の対応を大きく

変化させる契機となっているものと考えられる。プノンペン市警察（PPMP）の説明による

と、新道路交通法の施行後、援助機関や NGO の協力も得ながらその普及活動を行っている

ほか、軽度の罰則に対する取締りを 2008 年３月から内務省(Ministry of Interior:MOI)の指導

もあり開始している。これは罰金徴収を含むもので、新道路交通法の実際への適用として評

価でき、これによってエンジニアリングや教育面での施策の展開ともあいまって、交通状況
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の改善への確実な前進が期待できる条件が整いつつあると判断できる。 

交通規制取締りは、教育との関連が極めて強い。今後バイク運転者に対する免許取得の促

進策とあわせ、無免許運転への取締りを行うことで、その取得の促進にも貢献でき、ひいて

はルールの徹底、マナーの向上により交通改善に資することができる。したがって、E２の

教育と表裏一体である指導取締りについても同様に支援強化を行っていくことが適当と考え

る。 

 

４―３ 好機を生かすための支援強化 

上述したように、事前評価調査段階からの本プロジェクトをめぐる環境条件の変化は、事前調

査段階での認識を一部改め、それに基づくプロジェクト設計を強化していく必要性を示している

ものと理解できる。特に、新道路交通法の施行を契機に、公共事業運輸省、プノンペン市公共事

業運輸局及びプノンペン市警察の交通問題への取り組み姿勢は変わってきている。これはプノン

ペンにおける交通問題の深刻化にもよるものではあるが、同時に新道路交通法の施行を契機に行

政体自体に意識変化が起こってきつつあることをも示すものと思われ、技術協力プロジェクトの

遂行にとっても、いわば追い風であると考えられる。具体的には、現時点は交通の主演者ともい

うべき運転者をきちんと交通ルールをわきまえた運転者へと迅速に変化させる好機であり、その

ことによって、交通渋滞の悪化を防ぐとともに交通事故などの減少にも貢献が期待できる。した

がって、この好機を生かすべく、１年間の実施期間延長も含め支援強化を図るべきと考える。 

-   -30


	表紙
	序文
	目次
	略語表
	位置図
	写真
	第１章　中間評価の概要
	１－１　プロジェクトの背景
	１－２　調査団派遣の経緯
	１－３　調査団派遣の目的
	１－４　主要調査項目
	１－５　調査団構成
	１－６　調査日程
	１－７　主要面接者

	第２章　プロジェクトの現状及び調査結果
	２－１　プロジェクトの現状 ・課題、調査内容及び調査結果
	２－２　評価5項目による分析

	第３章　今後の計画
	３－１　PDM の修正
	３－２　PO/TSI の修正

	第４章　団長所感
	４－１　現状認識
	４－２　現在までの進捗状況と今後の対応
	４－３　好機を生かすための支援強化




